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・教育委員会規則

0金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教

育委員会事務局の組織及び分掌事務規則のー

部を改正する規則 (生涯学習課)

ページ 10金沢市長土塀交流館条例施行規則を廃止する

規則 H 

教 育委員会規則
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金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成30年12月26日

金沢市教育委員会教育長 野 口 弘

⑨金沢市教育委員会規則第 2号

金沢市教育委員会事務決裁規則及び金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則

(金沢市教育委員会事務決裁規則の一部改正)

第 1条 金沢市教育委員会事務決裁規則(昭和60年教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

別表第2中

2 長土塀交流館の使用承認等 。

3 学校施設の開放校に指定された小学校及び、中学校の利 。

用団体の登録等

4 中央公民館の使用承認等 。

5 キゴ山ふれあい研修センターの使用承認等 。

2 学校施設の開放校に指定された小学校及び、中学校の利 。

用団体の登録等

3 中央公民館の使用承認等 。

4 キゴ山ふれあい研修センターの使用承認等 。

改める。

(金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則の一部改正)

を

第2条 金沢市教育委員会事務局の組織及び分掌事務規則 (平成23年教育委員会規則第 1号)の一部を次のように改

正する。

第6条の表中

5 長土塀交流館に関する事項

6 部の所管事務で他課及び他係に属しない事項
を

|5 部の所管事務で他課及び他係に属しない事項

改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
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金沢市長土塀交流館条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。

平成30年12月26日

金沢市教育委員会教育長 野

⑨金沢市教育委員会規則第 3号

金沢市長土塀交流館条例施行規則を廃止する規則

金沢市長土塀交流館条例施行規則(平成5年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

口 弘
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